
博物館登録について 

令和８年２月４日 

 

令和５年４月１日博物館法の一部改正が施行され、それまで登録博物館であった館も、改めて登録

申請等の手続が必要です。 

本県では、法改正後に６館の登録が済んでいますが、このたび新たに１館から登録申請があり、申

請書類の審査と実地調査を行い、日本博物館協会作成の「有識者参考リスト」に掲載されている有識

者から意見をお聞きしたところ、今回の申請館を登録することは適当であると認められます。 

 

１ 県内の状況 

（１）改正法施行前 

登録博物館 相当施設 類似施設 

７館 

○鳥取県立博物館 

○鳥取市歴史博物館（やまびこ館） 

○鳥取市こども科学館 

○鳥取民藝美術館 

○渡辺美術館 

○倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館 

○米子市美術館 

０館 ４４館 

○米子市立山陰歴史館 

○鳥取市さじアストロパーク          

           他 

 

（２）令和７年１２月現在 

登録博物館 指定施設 類似施設 

９館 ０館 ４２館 

  

 

 

 

 

 

登

録

済 

○鳥取県立博物館（R5.9.19登録済） 

〇米子市立山陰歴史館（R5.9.19登録

済） 

○鳥取市さじアストロパーク

（R6.7.10登録済） 

○鳥取市歴史博物館（やまびこ館） 

（R5.7.31登録済） 

○倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館（R7.2.1

登録済） 

○渡辺美術館（R7.2.1登録済） 

経

過

措

置 

○鳥取市こども科学館 

○鳥取民藝美術館 

○米子市美術館 

 

２ 今回の申請 

番号 館  名 概     要 

１ 米子市美術館 設置者：米子市 

設置年：昭和５８年   所在地：米子市加茂町１丁目１番地 

施 設：鉄筋コンクリート造２階建、 

延床面積２２７７．４９㎡。 

 

３ 今後登録予定（調整中） 

   日南町美術館、鳥取市こども科学館、鳥取民藝美術館 

資 料 ３ 



���������	
����
�

����������������� !"# $%&�'()*+,����-./

01-�� )23445-6789:);<=�>�����?@A����BC�

����DE��FG�HI
8J�'�K�-�����5-�������)L>$

%&M>�-NO)PQ=�R

S T


 �

���-./01-�� )23445-6789:);<=�>�����-UV
WX)YZ=(([��'��\]UV^_-̀ abc�4&%-NO)PQ=�R

deDE�F�HIf

g hijkl1�mnolpq!rlpqc�sO$%&>���-./tWX)
u��pqvw�KKx�yUVzb�'((=�(([�{|}~��./t����9
:��W8�����)�=�'(�o����)�=�'(c)WX($%O��
{|��~|��|���R

g UV-̂ _��>�%������-��!<�!�����_��)�]1�c
-���6 =�K)̂ _=�'((${|��~|��|�¡¢�����-£¤�¥¦§
¨©ª)«¬$%­®¯°c±²³´��O��'((=�{|��~|}��R

µeDE¶·�¸¹ºG�HIf

g ­®¯°c±²³´���UV)�]» ��¨¼�½)�=�t-¾Y)¿K
8À�Á8�8&'((=�{|��~|���R

g UV���-./t�����-9:-ÂÃ�4&%�OÄ��­®¯°c±²
³´��Å$%ÆÇ$8À�Á8�8&'((${|�È~��­®¯°c±²³´���
���-6789:);<=�>��W�É�» c�Ê&%�ÆÇË��ÌÇc
)�]'(�zb�'((=�{|�Í¡�Î~�R

Ï ���DEÐÑ�HIf

g ¨Ò´Ó-�ÔWX)ÕÄÖ¨×)�=�tz����Ø=�§Ù-ÚÛ)ÜÝ$>[-(=�
{|È~�R

g Þ!­®¯°c±²³´��ß��Ü-Åà�̈ Ò´!̈ Ò´Óáâ-t)ã��'((=�{|Í
~�R

g ����ä�=�å.($%æOç�>å.èæOå.é�4&%�ê-���c(-ëì)íî
ïð(=�c-NO)PQ=�{|��~�R

ñ ò�ó�ôõ�ö÷

g ���p-Ù��4&%�o�±²p�ø,%¥ Òù�úp-ûü��ýM'()
O��{|�~�R

g ���-þÿ������-����!����� )	ø=�(([��ê-���
c(ëì=�'(���h
-��801(-ëì!�î�ß�¥ �
5-ê-�
�)23h
-�î-����3��'()íîïð(=�{|�~�R

� ���?@������BC�HIf

å�Ä��ª�������

�� /�!�UVç�%&�����å�K���"�UV���(#8=Rc

$ %&'()*+,



登録博物館と指定施設（博物館相当施設）の基準について 

            （下線部分）は登録と指定の相違点 

令和８年２月４日 

区分 登録博物館 指定施設（博物館相当施設） 

法律 ＜開館日数＞ 

  １年を通じて１５０日以上 

＜登録済館の経過措置＞ 

  改正法施行日から５年間は登録を受けたものとみ

なされる。 

＜登録の審査＞ 

都道府県の教育委員会の定める基準に適合するもの

であること。 

・博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資

料に関する調査研究を行う体制 

・学芸員その他の職員の配置 

・施設及び設備 

 

 

＜指定済館の経過措置＞ 

  指定を受けたものとみなされる。 

省令  ＜開館日数＞ 

  １年を通じて１００日以上 

＜指定済館の経過措置＞ 

令和10年３月31日までに指定要件を備えている

旨を県教育委員会の確認を受けるよう努めなけれ

ばならない。 

県規則 ＜体制＞ 

１ 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネッ

トの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁

的記録を公開することを含む。第４号及び施設及び

設備の項第１号において同じ。）並びに博物館資料に

関する調査研究の実施に関する基本的運営方針（以

下「基本的運営方針」という。）を策定し当該方針を

公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益

性をもつて博物館を運営する体制を整備しているこ

と。 

 

２ 基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管

理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を

体系的に収集する体制を整備していること。 

３ 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針

に基づき所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該

博物館資料を適切に管理し、及び活用しうる体制を

整備していること。 

４ 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を

行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資

料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体

制を整備していること。 

５ 単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第

12 号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と

共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その

＜体制＞ 

１ 資料の収集、保管及び展示（インターネットの利

用その他の方法により資料に係る電磁的記録を公開

することを含む。第４号及び施設及び設備の項第１

号において同じ。）並びに資料に関する調査研究の実

施に関する基本的運営方針（以下「基本的運営方針」

という。）を策定し当該方針を公表するとともに、当

該方針に基づき、相当の公益性をもつて法第31条第

１項の規定による指定を受けた施設（職員の項及び

施設及び設備の項において「指定施設」という。）を

運営する体制を整備していること。 

２ 基本的運営方針に基づく資料の収集及び管理の方

針を定め、当該方針に基づき、資料を体系的に収集

する体制を整備していること。 

３ 前号に規定する資料の収集及び管理の方針に基づ

き所蔵する資料の目録を作成し、当該資料を適切に

管理し、及び活用しうる体制を整備していること。 

 

４ 一般公衆に対して、所蔵する資料の展示を行い、

又は特定の主題に基づき、所蔵する資料若しくは借

用した資料による展示を行う体制を整備しているこ

と。 

５ 単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第

12 号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と

共同で、資料に関する調査研究を行い、その成果を



成果を活用する体制を整備していること。 

６ 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対

する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制

を整備していること。 

７ 法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参

加する機会が確保されていること。 

 

活用する体制を整備していること。 

６ 資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資

料の説明その他の教育活動を行う体制を整備してい

ること。 

７ 法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参

加する機会が確保されていること。 

＜職員＞ 

１ 基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行

うことができる館長が置かれていること。 

２ 学芸員が置かれていること。 

３ 基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職

員が置かれていること。 

 

＜職員＞ 

１ 基本的運営方針に基づいて指定施設の管理運営を

行うことができる館長が置かれていること。 

２ 学芸員に相当する職員が置かれていること。 

３ 基本的運営方針に基づく指定施設の運営に必要な

職員が置かれていること。 

 

＜施設及び設備＞ 

１ 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資

料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うこと

ができる施設及び設備が整備されていること。 

２ 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有し

ていること。 

３ 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全

及び利便性の確保のために必要な配慮がなされてい

ること。 

４ 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解で

きない者その他博物館の利用に困難を有する者が博

物館を円滑に利用するための配慮がなされているこ

と。 

 

＜施設及び設備＞ 

１ 資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調

査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設

及び設備が整備されていること。 

２ 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有し

ていること。 

３ 指定施設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安

全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされて

いること。 

４ 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解で

きない者その他指定施設の利用に困難を有する者が指

定施設を円滑に利用するための配慮がなされているこ

と。 

＜教育委員会への定期報告＞ 

  運営の状況の報告は、事業年度の終了後速やかに、

教育委員会に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

（参考）優遇措置を受けられる制度の例 

区分 登録博物館 指定施設（博物館相当施設） 

優遇措

置 

・美術品補償制度 

・登録美術品制度 

・特定美術品制度 

・希少野生動物種譲渡し規制の緩和 

・著作物の複製等 

＜国税関係＞ 

・博物館事業の実施主体に係る優遇措置 

・博物館を支援する者に係る優遇措置 

＜地方税関係＞（私立のみ） 

・博物館事業の実施主体に係る優遇措置 

・美術品補償制度 

・登録美術品制度 

・特定美術品制度 

・希少野生動物種譲渡し規制の緩和 

・著作物の複製等 

＜国税関係＞ 

・博物館事業の実施主体に係る優遇措置 

・博物館を支援する者に係る優遇措置 
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